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(54)【発明の名称】 消化器官病変部位同定システム

(57)【要約】
【課題】  本発明は、消化器官病変部切除手術における
病変部位同定を、患者の負担を増大させることなく迅速
かつ正確に行うことができ、手術の信頼性を向上させる
ことができる消化器官病変部位同定システムを提供する
ことを目的とする。
【解決手段】  内視鏡を消化器官に挿入し内視鏡で病変
部を探す工程と、探した病変部或いはその近傍に磁石を
取付ける工程と、取付けた磁石を病変部の目印として残
して内視鏡を消化器官から引抜く工程と、消化器官外か
ら磁気センサで磁石取付け部位を同定する工程とを含
み、同定した磁石取付け部位を消化器官病変部位とす
る。



(2) 特開２００２－１５９５０８

10

20

30

40

50

1
【特許請求の範囲】
【請求項１】  内視鏡を消化器官に挿入し病変部を探す
工程と、探した該病変部或いはその近傍に磁石を取付け
る工程と、取付けた該磁石を該病変部の目印として残し
て該内視鏡を消化器官から引抜く工程と、消化器官外か
ら磁気センサで該磁石取付け部位を同定する工程とを含
み、同定した該磁石取付け部位を消化器官病変部位とす
ることを特徴とする消化器官病変部位同定システム。
【請求項２】  前記磁石は、永久磁石であることを特徴
とする請求項１記載の消化器官病変部位同定システム。
【請求項３】  前記磁石は、人体との親和性を良くする
ために表面処理された磁石であることを特徴とする請求
項１又は請求項２記載の消化器官病変部位同定システ
ム。
【請求項４】  前記表面処理された磁石は、チタンで表
面処理された磁石であることを特徴とする請求項３記載
の消化器官病変部位同定システム。
【請求項５】  前記磁気センサからの信号を処理するデ
ータ処理部を備え、該データ処理部は、該磁気センサで
検出した信号を数値や光など視覚的に表示する機能と、
該検出した信号が予め決められた大きさを超えたときに
ブザーやランプの点滅などで警告する機能を有すること
を特徴とする請求項１～請求項４のいずれかに記載の消
化器官病変部位同定システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、消化器官内の病変
部の位置を消化器官外から同定する消化器官病変部位同
定システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】一般的に、胃、或いは大腸などの消化器
官の腫瘍切除手術、或いは切除手術を必要とするその他
の消化器官の手術において、消化器官外から病変部の位
置を視覚的にも触覚的にも確認することが困難であると
予想される場合には、手術前に予め内視鏡を消化器官に
挿入し病変部或いはその近傍（以下、病変部付近と総称
することがある）に染料、クリップなどで目印を付け、
手術の際、その目印を利用して視覚的或いは触覚的に病
変部位を確認し、切除部位の決定を行っている。
【０００３】然しながら、この一般的な方法では手術の
際に病変部位を確認できないことが多く、このような場
合には、再度内視鏡を挿入して病変部位を探し、内視鏡
先端からの照明光を消化器官外から視認することによっ
て、或いはX線透視によりクリップの位置を確認するこ
とによって、切除部位を決定していた。
【０００４】再度内視鏡を挿入し内視鏡先端からの照明
光を視認する方法では、消化器官壁を透して視認するた
め明瞭な確認が困難であると共に、手術時間が長くなる
（内視鏡挿入には概ね１０～４０分を要する）、内視鏡
の挿入や手術時間の延長により患者の負担が大幅に増大
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する、手術中の視野が悪くなる（内視鏡を、例えば、大
腸に挿入する場合、内視鏡の視野を広げるためにガスを
送り込むため腸管が拡張し、腹腔鏡下手術の手術野であ
る腹壁と腸との間の空間が狭くなる）などの問題があっ
た。
【０００５】X線透視によりクリップの位置を確認する
方法では、X線によって患者や術者の人体が害されない
ような処置を講ずる必要がある共に、術者の行動が制約
されるため、迅速な手術の妨げになるという問題があっ
た。また、手術を行う清潔区域でX線装置を用いること
は、衛生面から見ても問題であった。
【０００６】染料を目印する方法では、染料を消化器官
に注射する際、針が消化器官に浅く刺されば染料が視認
できなくなり、針が深く刺さり腹膜を突き抜けた場合に
は腹膜炎を引き起こす危険性が大きい（大腸切除手術で
は、3度に1度は腹膜炎を引き起こす）という問題もあっ
た。
【０００７】前記の一般的な従来技術の欠点を改善する
ものとして、消化器官病変部付近に取付けるクリップと
発光体を合体させ、消化器官外より光るクリップを見て
病変部を確認する技術（実用新案第3027808号  光るマ
ーキング用クリップ）があるが、消化器官壁を介して視
認するため、明瞭な確認は困難である。
【０００８】また、消化器官に挿入された内視鏡と、体
腔内に挿入された消化器官外の処置具と、内視鏡と処置
具との相対的な位置を検出する手段（例えば、永久磁石
と磁気センサ）とを設けた技術（特開平06－285042号  
体腔内位置検出システム）がある。この技術は、手術直
前に消化器官に内視鏡を挿入し、さらに内視鏡を挿入し
た状態で手術を行うことおいて、前記の再度内視鏡を挿
入し内視鏡先端からの照明光を視認する方法と同様に、
手術時間が長くなる、患者の負担が大幅に増大する、手
術中の視野が悪くなるなどの問題があり、実用上は実施
困難である。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、上述の状況
に鑑み、消化器官病変部切除手術における病変部位同定
を、患者の負担を増大させることなく迅速かつ正確に行
うことができ、手術の信頼性を向上させることができる
消化器官病変部位同定システムを提供することを目的と
する。
【００１０】
【課題を解決するための手段】前記の目的を達成するた
め、本発明は、内視鏡を消化器官に挿入し病変部を探す
工程と、探した病変部或いはその近傍に磁石を取付ける
工程と、取付けた磁石を病変部の目印として残して内視
鏡を消化器官から引抜く工程と、消化器官外から磁気セ
ンサで磁石取付け部位を同定する工程とを含み、同定し
た磁石取付け部位を消化器官病変部位とした消化器官病
変部位同定システムである。病変部位の目印とする磁石
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は、望ましくは、永久磁石である。
【００１１】また、磁石は、人体との親和性を良くする
ために表面処理された磁石であり、望ましくは、チタン
で表面処理された磁石である。
【００１２】さらに又、本発明は、磁気センサからの信
号を処理するデータ処理部を備え、データ処理部は、磁
気センサで検出した信号を数値や光など視覚的に表示す
る機能と、検出した信号が予め決められた大きさを超え
たときにブザーやランプの点滅などで警告する機能を有
する消化器官病変部位同定システムである。
【００１３】
【発明の実施の形態】本発明は、消化器官内の病変部の
目印として磁石を使用し、消化器官外から磁気センサに
よりこの磁石の漏洩磁界を検出するものであり、具体的
には先ず、消化器官切除手術の前に予め、内視鏡を消化
器官に挿入して病変部を探し、探した病変部付近に病変
部の目印として磁石を取付けて、内視鏡を消化器官から
引抜く。即ち、手術前に、患者の消化器官内病変部付近
に目印とする磁石を取付けた状態にしておく。なお、目
印とする磁石の挿入は、病変部を探した後に、操作管な
どの先端に取付けた状態で内視鏡の中を挿入しても良い
し、最初に内視鏡と共に挿入しても良く、本発明を限定
するものではないが、内視鏡の口径を小さくすることが
でき、患者の負担を軽減できるという意味で、病変部を
探した後に挿入する方式が好ましい。
【００１４】手術に際しては、この消化器官内病変部付
近に取付けた磁石の漏洩磁界を消化器官外から磁気セン
サで検出することにより、磁石取付け部位を同定し、同
定した磁石取付け部位を消化器官病変部位として、切除
部位を決定し手術を行う。なお、切除部位は、同定した
消化器官病変部位と共に、内視鏡挿入時に確認した病変
部の大きさや、病変部と磁石取付け部との相対関係など
のデータを含み決定する。
【００１５】使用する磁石は、極小の電源を付属した電
磁石、或いは体外から電力を供給するための電線を付属
した電磁石なども可能であるが、出来るだけ小さくする
ため、永久磁石が好ましい。
【００１６】本発明の磁石は、生体の消化器官に挿入
し、病変部の目印として消化器官内に取付けるものであ
り、人体との親和性に配慮することが重要な課題の一つ
である。このため、本発明は、表面処理した磁石、望ま
しくはチタンで表面処理した磁石とすることにより、人
体との親和性を改善する。
【００１７】手術に際し、術者は、病変部付近に取付け
た磁石の漏洩磁界を磁気センサで検出した信号（磁石と
磁気センサの相対位置を示す信号）を処理するデータ処
理部が有する機能により、磁石と磁気センサの相対位置
を数値や光などで視覚的に確認しながら磁石の位置を探
すことができ、また、検出した信号が予め決められた大
きさを超えたときに生じるブザーやランプの点滅などの
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警告により、磁石取付け部位をより迅速かつ正確に同定
することができる。
【００１８】このようにして、本発明によれば、予め消
化器官内病変部付近に取付けた磁石を目印とし、手術に
際し、この磁石の漏洩磁界を消化器官外から磁気センサ
で検出することにより、消化器官病変部位を迅速かつ正
確に同定することができる。
【００１９】また、迅速かつ正確な同定と共に、X線透
視など術者の行動が制約される処置が必要ないため、手
術時間を短縮することができる。
【００２０】これにより、本発明の消化器官病変部位同
定システムは、再度の内視鏡挿入や、X線透視、消化器
官への染料注射などを要さず、また、手術時間の短縮
や、切除病変部範囲の最小化などが可能となり、患者の
負担を増大させることがない。さらに又、消化器官病変
部位の迅速かつ正確な同定や、手術時間の短縮、切除病
変部範囲の最小化などが可能なことは、術者に生じる心
理的効果も含み、手術の信頼性を向上させる。
【００２１】なお、磁気センサは、例えば、ホール素子
などが可能であるが、病変部付近に取付けた磁石の漏洩
磁界を消化器官外から検出できるものであれば良く、そ
の形式は何ら本発明を限定するものではない。
【００２２】
【実施例】以下、本発明の実施例を、大腸の腫瘍部位を
同定するシステムの一例について、図に基づいて詳細に
説明する。
【００２３】図1は、本発明の消化器官病変部位同定シ
ステムによる、消化器官外から磁気センサで磁石取付け
部位を同定する工程の実施例を示す概略構成図である。
図1において、１は磁界検出用のプローブであり、磁気
センサ（図示省略）を内蔵している。２はチタンで表面
処理した永久磁石、３は永久磁石２を取付けるためのク
リップ、４は腫瘍部、５は大腸、６は光学視管、７はト
ラカール等の導入管、８は腹壁、９は腹腔、１０はデー
タ処理部である。
【００２４】図２は、本発明の消化器官病変部位同定シ
ステムによる、消化器官内の病変部或いはその近傍に磁
石を取付ける工程の実施例を示す概略構成図である。図
２では、図１と同じものには同じ記号を付けている。図
２において、１１は内視鏡であり、他は図１と同様であ
る。
【００２５】図３は、本発明の消化器官病変部位同定シ
ステムによる、消化器官内の病変部或いはその近傍に取
付ける磁石の実施例を示す写真であり、(a)は永久磁石
をクリップに取付けた状態、(b)はクリップを操作管に
接続し被覆管に引込む途中の状態、(c)は被覆管に引込
んだ状態である。
【００２６】次に、本実施例の動作について説明する。
【００２７】先ず、大腸切除手術の前に予め、患者の大
腸内腫瘍部付近に目印とする永久磁石を取付けた状態に
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しておくための処置を行う。
【００２８】具体的には、最初、図３に示したように、
永久磁石をクリップに取付け、クリップを操作管に接続
し、これを被覆管に引込んだ状態（以下、この状態のも
のを総称して永久磁石等ということがある）としてお
く。この事前の準備は、内視鏡で腫瘍部を探した後、引
続いて永久磁石等を挿入できるようにするうえで重要で
ある。永久磁石等を準備した後に、内視鏡を大腸に挿入
し腫瘍部を探し、腫瘍部を探した後、準備した永久磁石
等を内視鏡の中を通し挿入する。次に、探した腫瘍部付
近に腫瘍部の目印として永久磁石を取付けることになる
が、図２は、腫瘍部付近に永久磁石を取付けようとして
いる状態を示すものである。即ち、図２は、腫瘍部４付
近に永久磁石２を取付けるために、被覆管（図示省略）
から操作管などを少し押出した状態を示しており、永久
磁石２はクリップ３に取付けられ操作管に接続されて内
視鏡１１の中を通り挿入されている。内視鏡１１は、大
腸５に挿入されている。
【００２９】クリップ３で腫瘍部４の近傍に永久磁石２
を取付けた後、クリップ３を操作管から外し、永久磁石
２及びクリップ３を腫瘍部４付近に残し、内視鏡１１を
操作管などと共に大腸から引抜く。これで、目印となる
永久磁石の腫瘍部付近への取付けが完了する。
【００３０】手術に際しては、図１に示すように、トラ
カール等の導入管７を介し、腹壁８を通じ腹腔９に磁気
センサを内蔵したプローブ１を挿入し、トラカール等の
導入管７を介し腹腔９に挿入した光学視管６の観察下、
永久磁石２の漏洩磁界をプローブ１に内蔵した磁気セン
サで検出しながら、永久磁石２取付け部位を同定する。
この時、磁気センサで検出した信号は、データ処理部１
０で処理され、永久磁石２と磁気センサの相対位置が数
値や光などで視覚的に表示され、また、検出した信号が
予め決められた大きさを超えたときにブザーやランプの
点滅などの警告がでるようになっている。これにより、
術者は、より迅速かつ正確に永久磁石２取付け部位を同
定することができる。
【００３１】永久磁石２取付け部位を同定した後、同定
した永久磁石取付け部位を大腸腫瘍部位として、腫瘍部
４の大きさや腫瘍部４と永久磁石２取付け部との相対関
係などのデータを含み、切除部位を決定し手術を行う。
【００３２】本実施例によれば、予め大腸内腫瘍部付近
に取付けた永久磁石を目印とし、手術に際し、この永久
磁石の漏洩磁界を大腸外から磁気センサで検出すること
により、大腸腫瘍部位を迅速かつ正確に同定することが
できる。また、迅速かつ正確な同定と共に、X線透視な
ど術者の行動が制約される処置が必要ないため、手術時
間を短縮することができる。これにより、再度の内視鏡
挿入や、X線透視、消化器官への染料注射などを要さ
ず、また、手術時間の短縮や、切除範囲の最小などが可
能となり、患者の負担を増大させることがない。さらに*
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*又、大腸腫瘍部位の迅速かつ正確な同定や、手術時間の
短縮、切除範囲の最小化などが可能なことは、術者に生
じる心理的効果も含み、手術の信頼性を向上させる。
【００３３】以上、本発明の実施例を説明したが、特許
請求の範囲で規定された本発明の精神と範囲から逸脱す
ることなく、その形態や細部に種々の変更がなされても
良いことは明らかである。
【００３４】例えば、本実施例では、磁石をクリップで
腫瘍部近傍に取付けているが、例えば、磁石に糸をつけ
この糸で磁石を取付けるようにしても良く、また、磁石
は腫瘍部近傍ではなく直接腫瘍部に取付けて良く、磁石
の取付け方法や磁石の取付け位置は、何ら本発明を限定
するものではない。
【００３５】また、本実施例では、プローブとデータ処
理部が分離されているが、一体型でも良く、本発明を限
定するものではない。
【００３６】さらに又、本実施例では、永久磁石をクリ
ップに取付け、クリップを操作管に接続し、これを被覆
管に引込んだ永久磁石等を説明したが、内視鏡の中を通
して病変部付近に挿入でき、挿入した磁石を病変部付近
に取付け、取付けた磁石を残して他を引抜ける機能を有
するものであれば良く、この細部の機構、構造は本発明
を限定するものではない。
【００３７】
【発明の効果】本発明によれば、予め消化器官内病変部
付近に取付けた磁石を目印とし、手術に際し、この磁石
の漏洩磁界を消化器官外から磁気センサで検出すること
により、消化器官病変部位を迅速かつ正確に同定するこ
とができる効果がある。
【００３８】また、迅速かつ正確な同定と共に、X線透
視など術者の行動が制約される処置が必要ないため、手
術時間を短縮することができる。このため、本発明は、
再度の内視鏡挿入や、X線透視、消化器官への染料注射
などを要さず、また、手術時間の短縮や、切除病変部範
囲の最小化などが可能となり、患者の負担を増大させな
いという効果がある。
【００３９】さらに又、消化器官病変部位の迅速かつ正
確な同定や、手術時間の短縮、切除病変部範囲の最小化
などが可能なことは、術者に生じる心理的効果も含み、
手術の信頼性を向上させる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の消化器官病変部位同定システムによ
る、消化器官外から磁気センサで磁石取付け部位を同定
する工程の実施例を示す概略構成図である。
【図２】本発明の消化器官病変部位同定システムによ
る、消化器官内の病変部或いはその近傍に磁石を取付け
る工程の実施例を示す概略構成図である。
【図３】本発明の消化器官病変部位同定システムによ
る、消化器官内の病変部或いはその近傍に取付ける磁石
の実施例を示す写真である。
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【符号の説明】
１…磁気センサを内蔵した磁界検出用のプローブ
２…チタンで表面処理した永久磁石
３…永久磁石を取付けるためのクリップ
４…腫瘍部
５…大腸 *
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*６…光学視管
７…トラカール等の導入管
８…腹壁
９…腹腔
１０…データ処理部
１１…内視鏡

【図１】

【図２】
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